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船舶事故調査報告書 
 

   船 種 船 名 油タンカー 第八新水丸 

   船 舶 番 号 １３６６４８ 

   総 ト ン 数 ３,３１７トン 

 

   船 種 船 名 漁船 第８住吉丸 

   漁船登録番号 ＩＫ２－４０１０ 

   総 ト ン 数 ６.９３トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２２年５月１０日 ０２時４７分ごろ 

   発 生 場 所 石川県金沢市金沢港西南西方沖  

金沢港西防波堤灯台から真方位２６４°１５.３海里付近 

           （概位 北緯３６°３６.８′ 東経１３６°１７.３′） 

 

 

                      平成２３年１０月２７日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  石 川 敏 行 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 油タンカー第八新水
しんすい

丸は、船長ほか１０人が乗り組み、金沢港西南西方沖を東進中、

漁船第８住
すみ

吉
よし

丸は、船長ほか１人が乗り組み、底びき網漁に従事して南西進中、平成

２２年５月１０日０２時４７分ごろ両船が衝突した。 

第８住吉丸は、転覆して船長が打撲傷を負い、その後、沈没して甲板員が行方不明

となり、第八新水丸は、球状船首に凹損等を生じたが、死傷者はいなかった。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２２年５月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）ほか２人の地方事故調査官を指名した。  

なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２２年５月１１日、１２日 現場調査及び口述聴取 

平成２２年５月２８日、６月２３日、９月２日、９日、平成２３年１月１２日、

２月１８日 口述聴取 

  平成２２年９月２日、９日 口述聴取及び回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 ＡＩＳ情報の記録による運航の経過 

民間の情報関連会社が受信したＡＩＳ*1 の情報記録（以下「ＡＩＳ記録」とい

う。）によれば、平成２２年５月１０日０２時００分０４秒～０３時００分００秒

の間における第八新水丸（以下「Ａ船」という。）の運航経過は、次のとおりで 

あった。 

(1) ０２時００分０４秒、北緯３６°３３′０２.３″東経１３６°０６′ 

３４.５″において、船首方位０７２°（真方位、以下同じ｡）、対地針路 

０７０°及び１３.４ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ｡）で航行し

た。 

(2) ０２時１３分４３秒、北緯３６°３３′５９.０″東経１３６°１０′ 

１０.９″において、船首方位０７３°、対地針路０７３°及び速力１３.３

                         
*1
   「ＡＩＳ」とは、Automatic Identification System の略記で船舶自動識別装置のことをいい、 

船舶の識別符号、種類、船名、船位、針路、速力、目的地及び航行状態に関する情報を各船が自動 

的に送受信し、船舶相互間、陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置を 

いう。 
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kn で航行した。 

(3) ０２時１５分２４秒、北緯３６°３４′１３.３″東経１３６°１０′ 

２９.０″において、船首方位０１０°、対地針路０１７°及び速力１２.６

kn で航行した。 

(4) ０２時２２分２４秒、北緯３６°３５′５０.２″東経１３６°１０′ 

４４.８″において、船首方位０１２°、対地針路００７°及び速力１４.１

kn で航行した。 

(5) ０２時２５分４１秒、北緯３６°３６′１７.３″東経１３６°１１′ 

２３.３″において、船首方位１００°、対地針路０８９°及び速力１３.５

kn で航行した。 

(6) ０２時３０分３６秒、北緯３６°３６′０６.２″東経１３６°１２′ 

４３.６″において、船首方位０９２°、対地針路０９８°及び速力１３.３

kn で航行した。 

(7) ０２時３１分１６秒、北緯３６°３６′０６.６″東経１３６°１２′ 

５４.９″において、船首方位０８０°、対地針路０８４°及び速力１３.１

kn で航行した。 

(8) ０２時４６分５９秒、北緯３６°３６′５２.６″東経１３６°１７′ 

１７.３″において、船首方位０８０°、対地針路０７７°及び速力１３.７

kn で航行した。 

(9) ０２時４７分０９秒、北緯３６°３６′５３.１″東経１３６°１７′ 

２０.０″において、船首方位０８０°、対地針路０７６°及び速力１３.６

kn で航行した。 

(10) ０２時４８分３０秒、北緯３６°３６′５６.６″東経１３６°１７′ 

３８.２″において、船首方位０８１°、対地針路０７７°及び速力１２.４

kn で航行した。 

(11) ０２時４８分４０秒、北緯３６°３６′５７.１″東経１３６°１７′ 

４１.２″において、船首方位０８０°、対地針路０７７°及び速力１２.５

kn で航行した。 

(12) ０３時００分００秒、北緯３６°３７′３２.５″東経１３６°２０′ 

３６.２″において、船首方位０８０°、対地針路０７４°及び速力１２.９

kn で航行した。 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 参照）  

 

2.1.2 乗組員の口述による事故の経過 

   (1) Ａ船 
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Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、二等航海士（以下「航海士Ａ１」

という。）及び本事故当時船橋当直の甲板手（以下「甲板手Ａ１」という。）

の口述によれば、次のとおりであった。 

 Ａ船は、船長Ａほか１０人が乗り組み、ガソリン約３,０７０kℓ及び灯油

約１,４００kℓを積載し、平成２２年５月８日１３時３０分ごろ岡山県倉敷

市水島港を出港して金沢港に向かった。 

Ａ船は、瀬戸内海を西進し、９日０１時２２分～０２時５５分ごろの間、

船長Ａの操船指揮により関門海峡を通過したのち、山陰沖を東進した。 

 航海士Ａ１及び甲板手Ａ１は、２３時４５分ごろ福井県越前町越前岬北西

沖約３０海里（Ｍ）付近で昇橋し、２３時５０分ごろ前直者からいか釣り船

がいること、視界は良好であること、ジャイロコースが約０７２°であるこ

となどを引き継ぐとともに、使用海図（Ｗ１５９号 日御碕至珠洲岬）上の

予定のコースラインが０７１°になっているのを確認して船橋当直に就いた。 

航海士Ａ１は、１号レーダーをコースアップ∗2の６Ｍレンジで中心を３Ｍ

後方へ移動させたオフセンター∗3として使用し、針路０７２°及び機関を回

転数毎分約１８６（rpm）として速力約１３.４～１３.５kn で自動操舵によ

り航行した。 

航海士Ａ１は、１０日０２時００分を過ぎた頃、集魚灯を点灯したいか釣

り漁船が前路に多数点在するのを認め、左舷船首３０°４～５Ｍ付近に約 

３～４隻、右舷船首５～１０°４～５Ｍ付近にも約１０隻がおり、左右の集

団間が約２～３Ｍあることを確認してその間を通ることを考慮したが、左舷

船首方のいか釣り漁船を右舷側に見て通過することとし、約６２°左転して

針路約０１０°で航行を続けた。 

 航海士Ａ１は、レーダーレンジを順次３Ｍ、１.５Ｍに切り替えていか釣

り漁船への接近状況を監視し、同漁船を右舷正横約０.５～１Ｍに見て通過

したところで、６Ｍレンジに戻して右転を始め、０２時２５分ごろ約９０°

右転して針路約１００°としたとき、船首方３～４Ｍ付近にいか釣り漁船２

隻を認めた。 

航海士Ａ１は、針路約１００°で東進して予定のコースライン 

（０７１°）に乗せても時間的に遅れが生じると判断し、針路０７６°とす

るよう甲板手Ａ１に指示した。 

                         
∗2
  「コースアップ」とは、レーダー画面の真上が自船の予定針路となる表示方法をいう。 

∗3
  「オフセンター」とは、掃引線の始発点（自船の位置）をレーダー画面の中心から偏心させる機

能をいい、当該機能を用いて自船の位置を移動させることにより、意図する側のレーダー画面を広

く表示することができる。 
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甲板手Ａ１は、針路０７６°として自動操舵とし、針路を約１００°とし

たとき視認した右舷前方のいか釣り漁船２隻のほかには前路に他船がいない

ようなので、航海士Ａ１の許可を得て０２時３０分少し前に降橋し、船内巡

視（以下「巡検」という。後述の 2.8.4 及び 2.8.5 参照）を行った。 

 航海士Ａ１は、ＧＰＳプロッター画面に三角定規を当てたところ、針路約

０８０°にすれば金沢港に向かうことから、０２時３０分を過ぎた頃、自動

操舵で針路０８０°に定め、船橋前部の操舵スタンドとレーダーとの間に立

ち、腕組みをした姿勢で見張りを続けた。 

航海士Ａ１は、いか釣り漁船２隻を右舷正横に見て通過したのを確認した

が、第８住吉丸（以下「Ｂ船」という。）の存在には気付かずに航行を続け、

２隻のいか釣り漁船を通過してから約１０分後、右舷側から波を打つような

振動を感じ、海上が凪
なぎ

でうねりもないのに船体が揺れたのはおかしいと思い、

直ちに手動操舵に切り替えて機関回転数を約１７０rpm に下げた。 

航海士Ａ１は、周囲を確認するために自動操舵に切り替え、双眼鏡をもっ

て右ウイングに出て周囲を見渡したが、何も見えなかったので船橋に戻り、

時計を見て０２時５０分ごろであることを確認し、その後、何の異常も感じ

なかったので機関回転数を約１８６rpm に戻して航行を続けた。 

船長Ａは、就寝中に目が覚めたとき、「ドッドッドッ」という振動音を約

１～２秒聞いて地震でも発生したのかと思い、時計を見て０３時００分前で

あることを確認した。 

船長Ａは、地震のニュースがあるかもしれないと思ってテレビをつけ、約

５分間見ていたが地震情報などの放送がなく、舷窓から外を確認しても何も

見えなかったので、Ａ船が左に舵を切ると振動が発生する癖があることから

転舵したのかもしれないと思った。そして、時間的に予定の昇橋場所に近づ

く頃だと判断し、昇橋の準備を始めた。 

甲板手Ａ１は、巡検中、トイレ前の廊下が汚れていたのでモップで拭いて

いたとき、「トントントン」と波を叩くような振動を約１～２秒感じ、時計

を見て０２時５８分～５９分ごろであることを確認したが、その後、何も異

常を感じなかったので巡検を続けた。 

航海士Ａ１は、０２時５３分ごろ船内電話で入港スタンバイ１時間前を操

機手に連絡した。 

甲板手Ａ１は、０３時００分ごろ巡検を終えて船橋に戻ったが､航海士Ａ１

と振動についての話をしなかった。 

船長Ａは､０３時１０分ごろ昇橋したが、航海士Ａ１及び甲板手Ａ１と振動

についての話をしなかった。 
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Ａ船は、０４時０５分ごろ金沢港西防波堤灯台から３００°０.７Ｍ付近

に錨泊した。 

船長Ａは、０４時１５分ごろ、海上保安庁から船舶電話により、漁船との

衝突の有無についての問い合わせを受けたが、衝突が起きたとの認識を持っ

ていなかったので、事故はなかったと回答した。 

船長Ａは、０４時２０分ごろ、ナブテックス受信機∗4の受信電報を確認し

たところ、０３時２０分ごろ北緯３６°３５′東経１３６°１７′付近でＢ

船が他船と衝突して乗組員１人が行方不明との情報を知り、本事故発生場所

が、Ａ船の航行したコースに当たるが、本事故発生時刻が船長Ａが昇橋した

のちであったので、Ａ船が関係した事故ではないと思った。 

船長Ａは、０４時４０分ごろ海上保安庁からＡ船に巡視艇を向かわせる旨

の連絡を受け､０５時００分ごろ巡視艇が到着してＡ船の船体写真を撮り始

めたので、ドックを出たばかりで塗装されて傷などついていないと思いなが

ら船首に赴き、上から船首部を覗
のぞ

いたところ、球状船首部に凹損及び船首部

外板に擦過傷があるのを確認し、衝突したのではないかとの不安と疑いを 

持った。 

     船長Ａは、０５時１０分ごろ乗船してきた海上保安官と航海士Ａ１の会話

から、航海士Ａ１が振動を感じたときに機関の回転数を下げ、右舷側から周

囲を見たが何事もなかったので航海を続けたと聞いたとき、転舵時に振動が

あっても回転数を下げたりすることはないので、ふだんとは変わった事態が

発生したと認識した。 

(2) Ｂ船 

     Ｂ船の船長（以下「船長Ｂ」という｡）の口述によれば、Ｂ船の運航状況

は、次のとおりであった。 

     Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗り組み、

５月１０日００時００分ごろ航海灯を点灯して金沢港を出港し、０１時３０

分ごろ金沢港西南西方沖の漁場に着いたところで、作業灯１２個を点灯して

小型機船底びき網漁を開始した。 

     Ｂ船は、投網するため、北東方に向かって左回りでひし形状に航走しなが

ら、えい
．．

網索を約１,７００ｍ繰り出し、中間地点で漁網を海中に投じたの

ち、再び同じ長さのえい
．．

網索を繰り出しながら元の場所に戻って投網作業を

終えた。 

                         
∗4
  「ナブテックス受信機」とは、海上保安庁が発する航行警報、気象警報等の海上安全情報を自動 

受信して印字する装置をいう。同情報は、主として沿岸から約３００Ｍまでを航行する船舶に対し 

て提供される。 
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船長Ｂは、０１時５５分ごろ、６Ｍレンジとしたレーダープロッター 

（ＧＰＳプロッターにレーダー情報を重畳）の速力表示を見ながら、機関の

回転数を調整して約１.５kn のえい
．．

網速力とし、針路を南西方に向けて自動

操舵により航行を始めた。その頃、船長Ｂは、Ｂ船のえい
．．

網方向とは逆方向

にいか釣り漁船が１隻おり、その漁船の付近で僚船１隻（以下「Ｃ船」とい

う。）が操業しているのを認めた。 

船長Ｂと甲板員Ｂは、えい
．．

網を開始後、次の投網時に使う漁網を甲板上に

準備し、０２時１５分ごろ、船長Ｂは、操舵室に入って操船に当たり、甲板

員Ｂは、揚網作業が始まるまで休憩するため、後部甲板上に設けられた船員

室に入った。 

船長Ｂは、レーダープロッター画面の右上角の約７～８ＭのところにＡ船

の映像を認め、Ａ船の航跡表示から金沢港に向かう針路の船だと判断すると

ともに、開放していた右舷側の窓から顔を出し、右舷前方にＡ船のマスト灯

２個と紅灯を視認した。 

 船長Ｂは、Ｂ船の速力が遅いので、Ａ船がＢ船の前方を余裕のある距離で

通過すると思っていたところ、レーダープロッターの航跡表示を見て、Ａ船

が北進を始め、能登半島の方に向かう通称商船コースに針路を変えたものと

思い、Ｂ船の針路とは関係のない方向に向けたので安心し、３Ｍレンジに切

り替えて南西進を続けた。 

船長Ｂは、その後、トイレに行ったり、操舵室内の片付けをしたのち、操

舵室後部の台に腰を掛け、漁獲物量などを記録した帳面を開き、次の投網場

所をどこにしようかと考えているうち、ふとＡ船の存在を思い出し、Ａ船が

どの付近まで行ったのかと思って右舷側の窓に目を向けたところ、目前に白

色の船体を視認した直後、Ｂ船の右舷側中央部とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、Ｂ船が左舷側に傾いて転覆する直前に操舵室から海中に脱出し、

漂流していたところをＣ船に救助されたが、甲板員Ｂが行方不明となった。 

Ｂ船は、しばらく転覆状態で漂流していたが、その後、沈没した。 

 

2.1.3 Ｃ船乗組員の口述による事故の経過 

Ｃ船の船長（以下「船長Ｃ」という｡）の口述によれば、次のとおりであった。 

Ｃ船は、船長Ｃほか甲板員２人が乗り組み、５月９日２３時００分ごろ金沢港を

出港し、１０日００時３０分ごろから金沢港西南西方沖の漁場で小型機船底びき網

漁を開始した。 

  船長Ｃは、０２時３０分ごろ漁網の巻き上げが終わった頃、Ｂ船が西方３Ｍ付近

で作業灯を点灯して操業しているのを視認し、３ＭレンジとしたレーダーにもＢ船
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の映像が映っているのを確かめたのち、次の投網場所を求めて南方に向けて魚群探

索を始めたが、前方１Ｍ付近にいか釣り漁船１隻がいたので、少し西寄りに針路を

とって南進した。 

船長Ｃは、レーダーで西方３Ｍ付近にＡ船を探知し、西方を見たところＡ船の緑

灯及び紅灯を視認してＡ船は金沢港の方に向けて航行していると思った。その頃、

Ｂ船の映像はＡ船の映像近くに映っていたが、Ｂ船がえい
．．

網中でほとんど位置が動

かないので危険はないが、Ａ船がＣ船の方に近づくように見えたので危険だと判断

し、Ａ船の前路を左方から右方へ通過してＡ船から離れ、Ａ船の緑灯だけが見える

位置まで南進することとした。 

船長Ｃは、Ａ船の灯火を見ながら南進を続け、Ｃ船がＡ船の前路を通過したのち、

Ａ船がＣ船の船尾方を通過したので、操業しようと思って周囲を見渡したところ、

西方２Ｍ付近にいると思われたＢ船の灯火が見えないことに気付き、変だと思って

Ｂ船を探しに向かったところ、漂流中の船長Ｂを発見して救助した。 

 

本事故の発生日時は、平成２２年５月１０日０２時４７分ごろで、発生場所は、金

沢港西防波堤灯台から２６４°１５.３Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ Ａ船、写真５ Ｂ船 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

(1) Ｂ船 

甲板員Ｂが行方不明となり、のちに海上保安庁の死亡認定によって除籍され

た。 

船長Ｂの口述によれば、船長Ｂは、Ｃ船に救助されて金沢港に着き、救急車

により病院に搬送され、右肘の打撲傷と診断された。 

(2) Ａ船 

    死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

① 球状船首の先端頂部には凹損及び右舷船首部外板には擦過傷が生じた。 

② 民間団体の鑑定書によれば、次のとおりであった。 

ａ 球状船首 

喫水５.２ｍ～５.４ｍ付近 凹損６００㎜×６００㎜ 深さ３０㎜ 

ｂ フレーム番号（Fr）１２８～１５０付近 擦過点在 最大約３００㎜

×１,０００㎜ 
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ｃ Fr８０～１００付近にかけて擦過が認められたが、荷役時の岸壁接触

の可能性も考えられる。 

③ 船長Ａの口述によれば、Ａ船は５月２日にドックを出て塗装したばかり

であり、今回はドック後の２航海目であった。船首部にペイント剥離、球状

船首の頂部に凹損及び左右両舷にペイント剥離があり、船体の縦方向に流れ

ている傷は着岸時にできたのではなく、衝突したときにできたと思った。 

④ 非直の甲板手の１人（以下「甲板手Ａ２」という。）の口述によれば、 

１０日０６時３０分ごろに起床して漁船と衝突したという話を聞いた。船首

部を見ると擦ったような傷があった。Ａ船はドックを出たばかりであり、前

回の航海で金沢港に着桟したとき、船首部に傷はなかった。今回の航海で水

島港を出港したときにも、船体には傷がなかった。 

(2) Ｂ船 

海上保安庁の情報によれば、転覆したＢ船の船体右舷中央部外板に２か所

の破損（約７０㎝×約７０㎝、約１ｍ×約２０㎝）が生じていた。 

（付図２ Ａ船の一般配置図、写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の船首部損傷状況①、 

写真３ Ａ船の船首部損傷状況② 参照） 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

 2.4.1  乗組員の状況 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

① 船長Ａ 男性 ５６歳 

        三級海技士（航海） 

         免 許 年 月 日 昭和６０年２月２８日 

         免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１１月２５日 

         免状有効期間満了日 平成２７年２月２７日 

② 航海士Ａ１ 男性 ５４歳 

        三級海技士（航海） 

         免 許 年 月 日 昭和５１年８月２０日 

         免 状 交 付 年 月 日 平成２０年２月２０日 

         免状有効期間満了日 平成２５年９月２１日 

  ③ 甲板手Ａ１ 男性 ３５歳      

④ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

      一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

       免 許 登 録 日 昭和５６年８月７日 

       免 許 証 交 付 日 平成１８年８月７日 
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（平成２３年８月２１日まで有効） 

    ⑤ 甲板員Ｂ 男性 ５３歳 

      操縦免許 なし 

  (2) 乗組員の主な乗船履歴等 

    ① 船長Ａ 

      船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

昭和４６年ごろ外航船の甲板員として乗船し、海技免許を取得して 

 ２６～２７歳ごろに内航船の一等航海士となり、総トン数約２００トンの 

フェリーの船長職に就いた。 

平成５年ごろ東神油槽船株式会社（以下「Ａ社」という。）に入社し、

主に一等航海士としてたまに二等航海士として乗船するようになり、平成

２１年３月からＡ船の船長職を執るようになった。金沢港への航海はこれ

まで何回もあった。 

    ② 航海士Ａ１ 

航海士Ａ１の口述によれば、次のとおりであった。 

昭和５２年ごろ冷凍船の二等航海士として乗船し、ＬＰＧ船などの内航

船を転船したのち、昭和６２年７月にＡ社へ入社し、三等航海士、二等航

海士、一等航海士として順次乗船して平成７年５月に船長職を執るように

なった。平成１３年に脊髄を痛めて約１４か月間休職することになったり、

減船の影響もあったりして職場に復帰してからは二等航海士として乗船す

ることになったが、平成２０年と平成２２年４月１日～５月８日の間、船

長職を執ったことがあった。 

本船は、水島港をベースにすると鹿児島港、境港、金沢港、直江津港及

び新潟港へ、鹿島港をベースにすると小名浜港、八戸港、新潟港及び北海

道方面へ運航していた。金沢港沖にはいか釣り漁船や底びき網漁船が出て

いることは知っており、夜間にそれらの漁船に出会うことが多かった。 

    ③ 甲板手Ａ１ 

      甲板手Ａ１の口述によれば、１８歳でまぐろ漁船に甲板員として乗船し、

各種の船舶に転船したのち、平成１８年にＡ社へ入社し、Ａ船の甲板手と

して乗船していた。 

④ 船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、１８歳でまぐろ漁船に甲板員として乗船し、 

３５歳ごろ金沢の底びき網漁船に甲板員で乗船したのち、船頭兼船長職に

就くようになり、平成２１年９月に有限会社平野水産（以下「Ｂ社」とい

う。）へ１年契約で初めて雇われ、Ｂ船の船長として乗船していた。 
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    ⑤ 甲板員Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、甲板員Ｂは平成２２年９月にＢ社へ１年契約で 

初めて雇われ、Ｂ船の甲板員として乗船していた。 

   (3) 健康状態 

    ① 船長Ａ  

      船長Ａの口述によれば、本事故当時の健康状態は良好であり、アルコー

ル類の摂取はなかった。 

    ② 航海士Ａ１ 

     航海士Ａ１の口述によれば、本事故当時の健康状態は良好であり、過労

も眠気もなく、アルコール類の摂取はなかった。脊髄の痛み止めの薬を９

日の昼に服用し、視力は裸眼で両眼とも１.０、聴力は正常であった。 

     船長Ａの口述によれば、１５時１０分ごろに昇橋したとき、航海士Ａ１

から酒の臭いはなく、航海士Ａ１の体調や動作などで特に変わったところ

はなかった。 

   ③ 甲板手Ａ１ 

甲板手Ａ１の口述によれば、本事故当時の健康状態は良好であり､アル

コール類の摂取はなかった。  

   ④ 船長Ｂ 

     船長Ｂの口述によれば、本事故当時の健康状態は良好であり、医薬品の

服用及びアルコール類の摂取はなかった。視力は裸眼で両眼とも１.５、

聴力は正常であった。 

 

 2.4.2  Ａ社の管理責任者の経歴等 

    Ａ社の管理責任者（以下「管理責任者Ａ」という。）の口述によれば、次のとお

りであった。 

    管理責任者Ａは、航海士及び船長としての経験が豊富であり、海上災害が発生

した場合の油等の防除や消火などの業務を行う事業所に勤めたり、教鞭
べん

を執るな

どの経歴を有し、平成１９年４月にＡ社へ入社して業務部長に就くとともに、管

理責任者に任命された。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  １３６６４８ 

     船  籍  港  東京都 
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     船舶所有者  Ａ社 

     船舶管理会社  Ａ社 

          総 ト ン 数  ３,３１７トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １０５.００ｍ×１５.５０ｍ×７.８５ｍ 

     船    質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ３,８８３kＷ（連続最大） 

     推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  平成１０年８月２６日 

   (2) Ｂ船 

     漁船登録番号  ＩＫ２－４０１０ 

     主たる根拠地  石川県金沢市 

     船舶所有者  Ｂ社 

     総 ト ン 数  ６.９３トン 

     Ｌ r×Ｂ×Ｄ  １１.８０ｍ×３.０５ｍ×０.８６ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出    力  １２０（漁船法馬力数） 

     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  昭和５５年７月９日 

（写真１ Ａ船、写真５ Ｂ船 参照） 

 

 2.5.2 積載状況 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、ガソリン約３,０７０kℓ及び灯油約１,４００kℓ 

を積載し、水島港出港時の喫水は、船首約５.１１ｍ、船尾約６.６０ｍで 

あった。 

    (2) Ｂ船 

      船長Ｂの口述によれば、本事故発生当時の喫水は、船首約０.５０ｍ、船

尾約１.８０ｍであり、主な積載物は、通称手前綱約１,０００ｍ、チェーン

約１１２.５㎏、通称奥綱約５５０ｍ及び通称ワラ綱約８５ｍを順につない

だえい
．．

網索及び漁網であったが、本事故当時は、えい
．．

網しており積載してい

なかった。 
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 2.5.3 航海設備等の状況 

   (1) Ａ船 

     船首前端から約８０ｍ後方に船橋前面がある船尾船橋型であり、船橋には、

中央部に操舵装置、同装置の左側に自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ
ア ル パ

）∗５付

きの１号レーダー及び２号レーダー、右側に電子海図情報表示装置

（ＥＣＤＩＳ
エ グ ジ ス

∗６）、機関操作レバー、機関関係表示盤などを組み込んだコン

ソール、コンソールの左右両側にそれぞれジャイロコンパスレピーター、船

橋の左右両舷にはそれぞれジョイスティックの操舵装置を備えていた。船橋

前面には、窓が１１枚あり、前面上方の壁には、風向計、風速計、機関回転

計、速力計、舵角指示器、傾斜計及び時計が設置され、ＡＩＳ、ＧＰＳプ 

ロッター、エアーホーン、ＶＨＦ無線電話及びナブテックス受信機を装備し

ていた。 

       航海士Ａ１の口述によれば、次のとおりであった。 

本事故当時、２号レーダーは休止しており、１号レーダーを６Ｍレンジで

中心を３Ｍ後方へ移動させたオフセンターとして使用していた。１号レー 

ダーでは、総トン数６トンぐらいの小型船でも映像が映る。ＡＲＰＡは使用

していなかったが、金沢沖で操業する底びき網漁船は、緑灯、白灯、回転灯

及び作業灯を点灯しているのが一般的であり、底びき網漁船といか釣り漁船

とは灯火を見れば区別でき、また、底びき網漁船をレーダーで航跡表示させ

ると、えい
．．

網中で速力が遅くても低速力で航行していることが分かるが、本

事故当時、Ｂ船に気付かなかったので航跡表示させていなかった。 

ＥＣＤＩＳは、前回の航海時から故障していたので、海図Ｗ１５９号（日

御碕至珠洲岬）を海図台上に出して使用していた。居眠り防止装置として

スイッチを押すと異臭が出る装置が装備されていたが、ほとんど使用して

いなかった。ＥＣＤＩＳのほかは、船体、機関及び機器類に不具合又は故

障はなかった。 

    (2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

操舵室には、操舵装置、機関操縦装置、レーダー１台、レーダープロッ

ター２台、魚群探知機及び電気ホーンが設置されていた。当初は、レーダー

                         
∗５   「自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ：Automatic Radar Plotting Aid）」とは、レーダーで探知

した他船の映像の位置の変化をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、速力、最接近時間、 

最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船の接近により衝突の危険が予測される 

場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
∗６  「ＥＣＤＩＳ」とは、Electronic Chart Display and Information System の略記である。 
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プロッターを６Ｍレンジとして使用し、画面は四角なので角の方は約７～８

Ｍでも映り、航跡表示の機能は使用中であり、本事故当時は３Ｍレンジに切

り替えていた。 

船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

 

2.5.4  灯火の状況 

   (1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、Ａ船は、９日１８時００分ごろ航海灯を点灯した。 

航海士Ａ１の口述によれば、船橋当直を引き継いだとき、前部及び後部の

マスト灯、両舷灯及び船尾灯が点灯していた。船橋当直中、Ｂ船の灯火には

気付かなかった。 

船長Ｃの口述によれば、Ａ船の緑灯及び紅灯を視認した。 

   (2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

Ｂ船は、航海灯のマスト灯、両舷灯及び船尾灯を点灯して金沢港を出港し、

漁場に着くと航海灯に加えて作業灯１２個を点灯した。作業灯は、傘が付い

ており、前部甲板を照らす２００Ｖで５００Ｗの電球が２個及び２４Ｖで 

１００Ｗの電球が２個、操舵室の両サイドを照らす２００Ｖで２００Ｗない

し３００Ｗの電球が両舷に各１個及び２４Ｖで１００Ｗの電球が各１個並び

に後部甲板を照らす２００Ｖで５００Ｗの電球が２個及び２４Ｖで１００Ｗ

の電球が２個あり、本事故当時も点灯していた。その他の灯火として黄色の

回転灯もあり、投網作業開始時に点灯して同作業が終わると消灯し、僚船か

ら見ると投網したことが分かるようにしていた。マスト灯の上に緑色の灯火

を設備しているが、かに漁の際の揚網作業時だけ点灯し、かに漁の操業灯と

して使用していた。Ａ船を初めて見たとき、白色のマスト灯２個と紅灯を視

認したが、緑灯は見えなかった。 

また、船長Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

揚網作業が終わった頃、約３Ｍ離れたところにＢ船の作業灯が見えていた。

Ａ船がＣ船の後方を通り過ぎたのち、Ｂ船が操業していた方を見ると、Ｂ船

の作業灯が見えなかった。 

 

2.5.5  Ａ船の錨の付着物 

    Ａ船の一等航海士（以下「航海士Ａ２」という。）及び甲板手Ａ２の口述によれば、

次のとおりであった。 

０７時１０分に金沢港外を抜錨したが、右錨を巻き上げる際にアンカーヘッドと



 - 15 -

ピンとの接続部に挟まっている付着物に気付いた。長さ約１ｍ、幅約３０㎝の白色

の板状であり、ガラス繊維に似たグラスファイバーのような感じがした。船首配置

の３人で何だろうかとの話をしたが、これまでも網やワイヤーなどが絡まることが

あったので、そういう物だろうと思い、本事故に関係する物とは思いもつかず、船

長Ａや乗船中の海上保安官には連絡しなかった。金沢港に着岸した際にも右錨を投

錨し、その後、着岸岸壁をシフトするのに右錨を巻き上げたときには、白い付着物

はなくなっていた。 

   

2.5.6  Ｂ船の船体塗色 

   船長Ｂの口述によれば、Ｂ船の船体は白色で、船底部は赤色に塗装されていた。 

（写真５ Ｂ船、写真６ Ｂ船の転覆状況 参照） 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値 

本事故発生場所の東方約１６.７Ｍに位置する金沢地方気象台による本事故当時 

の観測値は、次のとおりであった。 

  ０２時００分 風向 東、風速 ４.２m/s、気温 １２.０℃      

０３時００分 天気 晴れ、風向 東、風速 ４.２m/s、気温 １１.８℃、視程 

３０㎞      

 

2.6.2 乗組員の観測 

(1) Ａ船の航海日誌及び航海士Ａ１の口述によれば、天気は晴れ、風力３の北

東風が吹き、視界は良好で、波高約１～２ｍの波があり、水温が約１５℃で

あった。  

   (2) 船長Ｂの口述によれば、天気は晴れ、東風が吹き、視界は良好であり、少

し波があったがうねりはなく、闇夜であった。 

 

2.6.3 海流 

(1) 海上保安庁発行の海洋速報第８５号及び第八管区海上保安本部発行の八管 

区海洋速報第１９号によれば、若狭湾沖における５月１０日の海況は、北東

方～北方に向かう流速０.３～０.９kn の海流があった。 

(2) Ａ船のＡＩＳ記録によれば、０２時３１分１６秒から０２時４６分５９秒

までの間、船首方位約０８０°及び対地針路約０７７°であった。 
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2.6.4 日出及び月出没時刻 

  海上保安庁刊行の天測暦によれば、本事故当日の日出（金沢港）及び月出没時刻

は、次のとおりであった。 

  日出 ０４時５１分 

  月出 ０２時１８分（月齢 ２５.５）、月没 １５時０９分 

 

２.７ 運航状況等に関する情報   

2.7.1 見張り状況 

(1) Ａ船 

 航海士Ａ１及び甲板手Ａ１の口述によれば、次のとおりであった。 

     ① 船橋前部中央の見張り位置から前方の見通しは良好であり、船首中央に

マストがあるが、前方を見張るのに支障はなかった。 

    ② 航海士Ａ１は、船橋前面の窓ガラスと窓ガラスとの間に幅約３０㎝の窓

枠があるが、窓枠の中にＢ船が隠れていたかどうかについて、はっきりと

見ていないので分からなかった。 

    ③ 航海士Ａ１は、狭水道や漁船が多いときにレーダーを２台使用するが、

本事故当時は１台しか使用していなかった。 

    ④ 航海士Ａ１は、ふだんからＡＲＰＡを使用していなかった。本事故後、

ＡＲＰＡの警報を使っていれば状況が変わったかもしれないと思った。 

    ⑤ 航海士Ａ１及び甲板手Ａ１は、北進し、いか釣り漁船が右正横を通過し

たのを確認して針路を戻したのち、レーダーと双眼鏡を使用してＡ船の針

路方向に他船がいないのを確認した。また、甲板手Ａ１は、他船がいない

ようなので巡検に行ってよいかと航海士Ａ１に許可を求め、許可されたの

で降橋して巡検を行った。 

    ⑥ 航海士Ａ１は、針路０８０°に定めたとき、右舷船首方３～４Ｍ付近の

いか釣り漁船２隻のほかには前路に他船はいないと思った。 

    ⑦ 航海士Ａ１は、上記⑥記載の２隻のいか釣り漁船をＡ船の右舷方に見て

通過したが、右舷船首約３０°の遠方にいか釣り漁船が結構いるのが気に

なった。 

    ⑧ 航海士Ａ１は、前方を見ていたのにＢ船に気付かなかったのは、考え事

や心配事もなく、ほかに何をするということもなかったので、ぼーっとし

ていたということしか考えられないと思った。また、２隻のいか釣り漁船

を右舷側に通過したあと、近くに他船がいないと思って安心し、気の緩み

があったのではないかと思った。 

    ⑨ 航海士Ａ１は、睡眠は十分にとれていて身体がきついこともなく、居眠



 - 17 -

りはしていなかった。 

（写真４ Ａ船船橋からの見通し状況 参照） 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

①  船長Ｂは、次の網入れの準備を終えて操舵室に戻った頃、６Ｍレンジと 

したレーダープロッターの右上の約７～８ＭにＡ船の映像を認め、Ａ船の          

針路が北東なので金沢港に向かう船だと思い、右舷前方を見てＡ船のマス

ト灯２個及び紅灯を確認した。 

②  Ａ船の航跡が北方に変化したことから、能登半島の方に向かう針路に変 

       針したのでＢ船と接近することはないと思って安心し、３Ｍレンジに切り

替えた。 

③  トイレに行ったり、操舵室の中を片付けたりしたのち、操舵室後部の台 

に腰を掛けて帳面に記録した漁獲物量を調べながら、次の投網場所などを

考えていたので、Ａ船がＢ船に向けて接近していることに気付かなかった。 

④  Ａ船の存在をふと思い出し、どの付近まで行ったのかと思って右舷方に  

 視線を向けたとき、Ａ船の船体が目の前にあった。 

⑤  居眠りはしていなかった。 

     

 2.7.2 Ａ船の当直体制 

船長Ａ、航海士Ａ１及び甲板手Ａ１の口述によれば、次のとおりであった。 

Ａ船の船橋当直は、各直を航海士及び甲板手の２人編成とし、４時間交替の３直

制を採っており、当直開始時刻の約１５分前には次直が昇橋していた。 

  船長Ａは、出入港操船のほか、来島海峡及び関門海峡の各航路を航行する際に操

船指揮を執っていた。 

船長Ａは、関門航路の操船指揮を終え、船橋当直者に操船を引き継いで降橋し、

本事故当時は、航海士Ａ１が船橋前部中央に立って見張りに当たり、甲板手Ａ１が

降橋して巡検を行っていた。 

Ａ船の船橋に掲げられている就労体制表によれば、次のとおりであった。 

００００－０４００ １２００－１６００ ２航士、甲板手 

０４００－０８００ １６００－２０００ １航士、甲板手 

０８００－１２００ ２０００－２４００ ３航士、甲板手  

 

 2.7.3 Ａ船の船長命令簿 

    Ａ船の船長命令簿によれば、「５月９日金沢西防波堤８Ｍで船長に連絡すること、

同灯台から３１０°１Ｍで錨泊する予定」と記載されていた。 
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 2.7.4  Ａ船の巡検 

  乗組員の口述による巡検の状況 

   (1) 船長Ａ 

     船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

巡検は、２０時、００時及び０４時に行うようになっており、船橋当直終

了時刻の約３０分前に行っていた。 

     船長Ａは、本事故当時に甲板手Ａ１が船橋にいなかったと聞き、当初は入

港準備のチェックのために操舵機の点検に行ったのではないかと思った。舵

機室の点検のために１人体制となっても、これまでも広い海域で安全が担保

できるときには、甲板手に点検を行わせたことがあった。 

     本事故当日の予定は、０４時ごろ投錨し、０６時３０分ごろミーティング

を始め、０６時５０分ごろスタンバイして抜錨したのち、金沢港内の２か所

で荷揚げするためにＡ船の係留岸壁を移動する作業があり、荷揚業務も連続

するので働き続けることになり、また、来客による検査の予定も入っていて

忙しい一日になることから、少しでも休める時間を作るつもりで、巡検を前

倒しに行ったのではないかと思った。 

安全管理マニュアルには、巡検は時間と順路を決めて行うこととなってい

るが、船橋当直は２人体制を維持することや船橋当直を１人で行ってはなら

ないことについては記載されていなかった。 

     巡検のときに船橋当直が１人になることについて、これまでよいとか悪い

とかが問題になったことはなく、Ａ社からも、安全だからといって船橋当直

を１人で行ってはいけないとか、次直の昇橋後に巡検を行うこととか、巡検

の方法についての通達や指導を受けたことはなかった。 

     本事故を考えると、Ａ社から船橋当直を１人で行ってはいけないという是

正措置を出す必要があると思った。 

(2) 航海士Ａ１ 

     航海士Ａ１の口述によれば、次のとおりであった。 

巡検開始時刻は決まっていないが、当直交替の約３０分前に行っていた。 

    ０４時ごろに入港の１時間前のスタンバイがあるので、その前に巡検を行お

うと思った。入港１時間前には機関の人を起こすことになり、機関部の乗組

員が機関の見回りをするので、その前に何も異常がないかを確認するため、

早目の巡検を行った。 

実態として、巡検を行っているときに船橋当直を１人で行うことがあった。 

巡検の順路は、人によって変えていたと思うが、降橋すると荷役室に直行

するか、娯楽室などに行ってから荷役室に行くかし、その後、食堂、トイレ、
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舵機室及び機関室を見回ってから昇橋していた。海上が時化ていなければ、

ボートデッキを見回ることもあった。 

Ａ社からは、巡検を決められた時間外には行うなとか、時間外でも行えと

か、巡検に関する指導はなかった。 

(3) 航海士Ａ２ 

航海士Ａ２の口述によれば、次のとおりであった。 

巡検は、当直中に異常がなかったことを確認するために行っていたが、本

事故当時のように定時前に巡検を行うことは、その時の船橋当直者に任され

ていた。 

     巡検は、ふだん、当直交替の約３０分前に行い、次直が当直交替の約１５

分前に昇橋するので、約１５分～２０分間は船橋当直を１人で行っていた。 

     今回、０４時ごろ錨泊する予定なので、船がいないことを確認すれば、そ

の１時間前に巡検を行うことはあると思った。 

 (4) 甲板手Ａ１ 

     甲板手Ａ１の口述によれば、次のとおりであった。 

０３時１０分～２０分ごろ金沢港の防波堤の手前約８Ｍに到着すると船長

Ａに連絡する予定であり、船長Ａが昇橋した際に飲み物の用意をするために

巡検を早く終えておこうと思い、いつもより早く巡検を行った。巡検開始時

刻は、決まっているというよりは各人の考えで行っていた。 

本事故当時は、金沢港到着前の０２時３０分ごろ巡検に行ったが、外洋で

他船の往来もなく、船長の昇橋や０４時ごろ金沢港に到着することを考える

と、巡検を行うのに時間的にも良いタイミングだと思った。 

順路については、各人によって違うと思うが、本事故当時は、船橋を降り

て自室に行き、トイレの前を掃除し、機関室から舵機室を見回ってから昇橋

した。 

 

2.7.5 Ｂ船の操業状況 

  船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

Ｂ船は、１１月６日～３月２０日の間にかに漁を行うが、本事故当時は､底びき

網でカレイを漁獲していた。Ｂ船は、５月１日～２日は休んで３日に出漁し、４日

は休んで５日～７日に出漁したが、８日は休んで９日の深夜に出漁して１０日の 

１７時ごろ入港し、水揚げ後に氷を積み込み、自宅で休息して深夜に出漁した。 

操業は、投網に約２５分、えい
．．

網に約１時間を要するが、えい
．．

網を開始してから

約２０分間は船長Ｂと甲板員Ｂとで次の網入れの準備を行い、その後、船長Ｂは、

操舵室でえい
．．

網中の操船に当たるが、甲板員Ｂは、揚網作業が始まるまで、後部甲
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板上に設けられた高さが約１ｍで、人１人が楽に横になれる幅の船員室に入って休

憩することにしていた。 

 

２.８ Ａ社の船舶の運航管理等に関する情報 

2.8.1  安全管理システム 

  (1) 管理責任者Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

Ａ社は、国際航海に従事しない船舶又は総トン数５００トン未満の船舶の

安全管理システム規則（以下「任意ＩＳＭコード」という。）に定める安全

管理システムを構築し、社団法人日本海事協会の審査を受け、平成９年１１

月にタンカーの船舶管理会社としての適合認定書及び平成１１年１１月にＡ

船に対する船舶安全管理認定書の発給をそれぞれ受けてＡ船は任意ＩＳＭ 

コードに基づく運航を始め、その後、更新審査に合格し、平成１９年１０月

に適合認定書及び平成２１年５月に船舶安全管理認定書の発給をそれぞれ受

けていた。 

(2)  Ａ社の安全管理マニュアルによれば、次のとおりであった。 

Ａ社は、船舶の安全運航及び環境保護を確保するため、人間性を尊重して

人と貨物の安全を守り、地球環境を保護することに全力を挙げて取り組むと

の安全及び環境保護方針を掲げ、安全及び環境保護方針の達成を目的として

安全管理システムを確立し、その維持及び改善を図ることとしている。 

Ａ社は、安全及び環境保護方針を達成するため、業務部長を安全管理シス

テムの管理責任者に任命し、同人に同システムの効果的な運用、監視及び陸

上部門と海上部門との連携を図る責任と権限を委譲していた。そして、Ａ社

は、代表取締役社長が、安全管理マニュアルに定められた全ての活動に関す

る最終責任と権限を有するとし、海陸全ての従業員が安全及び環境保護方針

を遵守して安全管理マニュアルに従って業務を遂行すること、社内研修等で

同方針の徹底を図ること、及び安全管理システムの実施状況を経営者による

見直し会議で見直すこととしていた。また、安全管理マニュアルには、船舶

の運航管理の規定が設けられ、具体的な業務の遂行については、甲板部航海

当直の手順書、巡検の手順書などの定めによることが規定されていた。 

 

2.8.2 甲板部航海当直の手順書 

１．当直航海士の任務 

当直航海士は、スタンディングオーダー、船長指示のほか関連規則等を遵守

して、航海当直を行う。 

２．船長への通報 
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  当直航海士は、次の状況または船長から指示のあった状況となった場合には、

直ちに船長に通報する。ただし、状況に応じ、必要とされる場合には、機関の

使用、針路の大幅な変更等、臨機の措置をとることをためらってはならない。 

  (１)～(７) （略） 

 (８) 自船の内外に異常を認めたとき。 

（以下略） 

３．当直航海士の責任 

  (１) （略） 

  (２) 当直航海士は、いかなる事情があっても、船長または他の責任のある

航海士に当直業務を引き継いだ後でなければ、船橋を離れてはならない。 

（以下略） 

 

2.8.3  スタンディングオーダー 

１．～４．（略） 

５．当直航海士は、航行に不安を感じたとき、その他「甲板部航海当直の手順

書」〈第２項〉に掲げた状況となった場合は、直ちに船長を呼ぶこと。 

６．（略） 

  ７．当直航海士は、厳重かつ継続的な見張りを励行すること。目視による見張り

を第一とし、双眼鏡を昼夜の別なく使用すること。 

（以下略） 

 

2.8.4  巡検の手順書 

  １.巡検実施手順 

(１) 船長は船舶の保安を目的として、本船の実情に即した巡検チェックリ

ストを作成する。 

(２)  巡検チェックリストには、具体的な順路およびチェック項目を定める。 

(３)  船長は、乗組員に対して、巡検チェックリストに従った巡検の実施を

命ずる。 

(４)  巡検は、夜間に船長が定めた時刻に実施する。 

       また、これに加え、当直航海士は当直終了前後に、機関室上段から室

内を一望することにより、火気の有無を点検する。 

    (５)  巡検は、船橋当直業務に支障がなく、航海の安全が十分に確保されて

いることを確認の上、実施する。 

(６)  巡検中に、異常発見の場合は、ただちに当直航海士に連絡する。 

    また、船橋との連絡を密にすることにより、直ちに船橋に戻れる体制
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を確保しておく。 

(７)  当直航海士は、船内巡検を実施した後、その旨を航海日誌に記載する。 

２.巡検に際しての注意事項 

 巡検チェックリストには以下の項目（略）を含め、かつ、巡検を実施する際に

は、これらに十分注意しなければならない。 

    

2.8.5  巡検チェックリスト 

  船内巡視経路 

船橋⇒通路及付随する開口部⇒食堂、ギャレー⇒舵機室⇒機関室⇒荷役室 

１.巡検実施手順書 

２.巡検チェックリスト（巡検時刻：２０時、００時、０４時） 

 

2.8.6  船橋当直及び巡検に対するＡ社の認識 

  管理責任者Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

  船橋当直の交替に関しては、次直の昇橋時刻を安全管理マニュアルや甲板部航海

当直の手順書に決めていないし、指導もしていないが、船内の取決めによって交替

が行われていると思っていた。 

  巡検の時刻については、船長が決めるということになっていたので、本事故後、

巡検時刻が決められているのか調べてみたが、Ａ社内の記録綴
つづ

りに見当たらなかっ

た。巡検チェックリストの存在については知らなかった。 

巡検の手順書には、航海の安全が確保されていると確認されれば巡検を行っても

よいという表現になっており、今回、船橋当直中、前を見て大丈夫だと思って巡検

を行ったようだが、巡検の間に本事故が起きてしまった。巡検を行っていなかった

ら事故が起こらなかったかどうかは分からないが、巡検を行っていたことが極めて

大きな問題だったと認識している。 

これまで、航海の安全が確保されていることを確認の上、巡検を実施するという

規定がおかしいということに気付かなかった。 

本事故が起こるまで、巡検のあり方について、指導したことや検証したことはな

く、Ａ社内でも検討会を開いたということもなかった。 

船橋を空けないようにとの指導をしていたので、船橋当直中に船橋を離れるとは

思ってもいなかった。 

 

2.8.7  船内教育及び訪船 

管理責任者Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

乗組員は、毎月の船内安全衛生委員会などの機会において、相互に安全や衛生に
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ついて再認識するほか、事故対応や救助の訓練を毎月実施していた。また、Ａ社は、

毎月作成して発行している社内冊子により、注意深い行動、相互扶助及び意思疎通

に関する乗組員の意識高揚を図るとともに、乗組員に対し、訪船による安全教育や

安全重点パトロール指導を反復して行っていた。 

 

２.９ 医学に関する情報 

2.9.1  航海士Ａ１の薬の服用状況 

  航海士Ａ１の口述によれば、脊髄の痛み止めの錠剤を２種類処方され、１日３回

毎食後に１錠ずつの服用で６０日分をもらっているが、Ａ船に乗船しているので通

院するのが難しいことから、毎食後の服用を控えて約９０～１００日かけて服用し

ていた。５月８日は全く服用しておらず、９日の昼に１錠ずつ飲んだ。 

 

2.9.2 薬の服用上の注意事項 

  処方箋によれば、次のとおりであった。 

   (1) 錠剤（その１） 

     めまい、眠気をおこすことがありますので、高所作業や車の運転には注意

して下さい。 

   (2) 錠剤（その２） 

     アルコールは薬の作用を強めることがあるので、飲酒は控えましょう。眠

気、ふらつき、脱力感などがあらわれることがありますので、車の運転や危

険を伴う機械の操作等は行わないようご注意ください。 

 

2.9.3 海中での生存可能時間 

ＩＭＯ及びＩＣＡＯが作成した「国際航空海上捜索救助マニュアル（IAMSAR 

Manual）」によれば、海水温度１５～２０℃の海中での生存可能時間は、通常衣類

着用の場合、１２時間未満である。 

 

２.１０ 捜索、救助及び被害の軽減措置に関する情報 

 2.10.1  僚船乗組員の口述による捜索及び救助の状況 

船長Ｃ及びＣ船とは別の僚船（以下「Ｄ船」という。）の船長（以下「船長Ｄ」

という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

   (1) Ｃ船 

 船長Ｃは、Ｂ船の灯火が見えなかったので、Ｂ船を船舶電話で呼び出した

が電源が入っていないとの音声案内があり、レーダーにもＢ船の映像が映っ

ていなかったことから、どうしたのかと思ってＢ船を探しに向かった。 
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船長Ｃは、０３時０５分ごろ重油の臭いが海上に漂っているのに気付き、

Ｃ船乗組員２人が異常を感じて船首部に行き、Ｂ船が転覆しているのを発見

して船舶電話で僚船を呼び出し、Ｂ船が転覆していること、並びにＣ船の転

覆場所付近のロラン位置の数値及び水深が約１８０ｍであることを知らせる

とともに、他の僚船にも連絡するように依頼した。 

船長Ｃは、笛の音がするのに気付いて辺りを見たところ、救命胴衣の反射

テープがキラキラ光っているのを視認して近づき、０３時１５分ごろ船長Ｂ

が防舷材につかまっているのを発見し、Ｃ船に引き上げて救助した。 

０３時４０分～４５分ごろ、他の僚船が本事故発生場所付近に到着した。 

船長Ｃは、所属の組合に救急車の手配を依頼し、０５時３０分ごろ金沢港

に入港して船長Ｂを救急車に引き渡したのち、甲板員Ｂの捜索に向かった。 

   (2) Ｄ船 

船長Ｄは、金沢港から西方約４０Ｍ沖で甘エビの底びき網漁に従事してい

たとき、Ｂ船が転覆していることを僚船の無線連絡を傍受して知り、海上保

安庁に本事故の発生を１１８番通報し、３時間を要して本事故発生場所付近

に着いたとき、巡視船や十数隻の僚船が既に到着していた。 

 

 2.10.2  海上保安庁の捜索の状況 

  海上保安庁の情報によれば、次のとおりであった。 

  海上保安庁は、１０日０３時２３分、Ｄ船から本事故の通報を受け、直ちに航空

機及び巡視船艇を出動させ、行方不明となった甲板員Ｂの捜索に当たった。０６時

２５分～０９時００分までの間、海上保安庁の潜水士が転覆中のＢ船の船内を捜索

したものの、甲板員Ｂは発見されなかった。 

Ｂ船は、１０時２５分沈没した。 

海上保安庁は、１２日の日没をもって甲板員Ｂの専従捜索を終了し、以後、しょ

う戒に合わせて捜索することとした。 

（写真６ Ｂ船の転覆状況 参照） 

 

2.10.3  被害の軽減措置に関する情報 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

Ｂ船は、操舵室の右舷側に出入口の引き戸があり、引き戸の上方には縦約３０㎝、

横約４０㎝の引き戸式の窓が設けられていた。Ｂ船は、本事故当時、東風で南西に

向けてえい
．．

網していたので、風下側の右舷の窓を開放していた。船長Ｂは、衝突し

て気が付いたときに右舷側の窓が目の前にあり、引き戸を開けるような余裕もな 

かったので、開放していた右舷側の窓から海中に脱出した。船長Ｂは、海上に浮き
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上がったとき、救命胴衣が膨らんでいなかったので、空気を送るチューブから息を

吹き込んで膨らませた。付近海上にＢ船の防舷材が浮いていたので、それにつか 

まった。 

   船長Ｂは、Ｃ船が近くに止まって灯りが見えたので、Ｃ船に向かって泳ぎ、救命

胴衣に付いていた笛を懸命に吹いたところ、Ｃ船が接近してきて救助された。船長

Ｂは、甲板員Ｂが最初にＢ船に乗船した際、Ｂ社が購入して配布していた救命胴衣

を甲板員Ｂに渡して着用するように言ったが、暑いとか邪魔だということで余り着

なかったので、手本になると思って毎日着用していた。甲板員Ｂは、本事故当時、

船員室で休んでおり、甲板員Ｂの救命胴衣は船首部に置かれていた。Ｂ船は、操舵

室の両舷側に救命浮環が各１個備えられていた。 

   船長Ｃの口述によれば、前記 2.10.1(1)のとおり、Ｂ船を捜しに向かい、防舷材

につかまっている船長Ｂを発見して救助し、船長Ｂが寒くて震えていたので、身体

を拭いて毛布にくるまらせ、ストーブをたいて暖をとらせた。 

 

２.１１ 油等の流出による環境への影響に関する情報 

  (1) 油流出の状況 

    海上保安庁の情報によれば、１１日１０時３０分ごろ、Ｂ船の沈没場所付近

から北方に向かって約１０ｍ×約２０ｍの範囲で薄い油膜があり、また、沈

没場所付近から約３０秒間隔でＢ船の燃料と思われる油が湧出していたが、

風浪により消滅しつつあり、１８時３０分以降、浮流油及び油の湧出は認め

られなかった。 

  (2) Ｂ船の漁具 

船長Ｃ及び船長Ｄの口述によれば、筒状の鉄に突起物が付いた器具を海中で

引き回し、同器具に絡みついた漁網やロープなどのＢ船の漁具を回収した。 

 

２.１２ 塗料の鑑定に関する情報 

 海上保安庁の情報によれば、Ａ船の船首部に付着した塗料とＢ船の外板の塗料とを

鑑定した結果、同種であった。  
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１、２.３、2.5.5、2.5.6、2.6.3(2)、2.6.4 及び 2.7.1 から、次のとおりで

あった。 

(1) Ａ船 

① 航海士Ａ１及び甲板手Ａ１は、９日２３時４５分ごろ越前岬北西沖約 

３０Ｍ付近で昇橋して船橋当直に就き、針路約０７２°及び速力約 

１３.４～１３.５kn で航行したものと考えられる。 

② Ａ船は、金沢港西南西方沖を同港に向けて航行中、０２時１３分ごろ、

いか釣り漁船を避けるために左転を始め、０２時１５分ごろ船首方位 

０１０°及び速力１２.６kn で航行したものと考えられる。 

③  Ａ船は、いか釣り漁船を避けたのち、０２時２２分ごろ右転を始め、 

０２時２５分ごろ船首方位１００°及び速力１３.５kn で航行したものと

考えられる。 

    ④ Ａ船は、０２時３０分ごろ左転を始め、０２時３１分ごろ船首方位 

０８０°及び速力１３.１kn で航行したものと考えられる。 

    ⑤ Ａ船は、０２時３１分ごろから０２時４７分ごろまでの間、船首方位 

０８０°及び平均速力約１３.５kn で航行したものと考えられる。 

    ⑥ Ａ船は、自動操舵により東進中、０２時４７分ごろ航海士Ａ1 が振動を

感じたとき、船首方位０８０°及び速力１３.６kn でＢ船と衝突したもの

と考えられる。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、０１時３０分ごろ金沢港西南西方沖の漁場に着いて投網し、 

０１時５５分ごろ針路を南西方として速力約１.５kn で自動操舵によりえ
．

い
．
網を開始したものと考えられる。 

② Ｂ船は、自動操舵により南西方に航行中、船長ＢがＡ船の船体を右舷方

目前に視認した直後、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

2.1.1、２.３及び 2.5.1 から、Ａ船は、０２時４７分ごろから０２時４８分ごろ

の間に速力が約１kn 減速していることから、０２時４７分ごろＢ船と衝突したも

のと考えられる。このため、本事故の発生日時は、平成２２年５月１０日０２時 

４７分ごろで、発生場所は、金沢港西防波堤灯台から２６４°１５.３Ｍ付近で 
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あったものと推定される。 

 

3.1.3 衝突の状況 

  ２.１、２.３及び 3.1.1 から、Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突したも

のと考えられる。 

 

3.1.4 死傷者の状況 

  ２．２から、次のとおりであった。 

  甲板員Ｂは、本事故後、行方不明となり、のちに海上保安庁の死亡認定によって

除籍された。 

  船長Ｂは、漂流中にＣ船に救助されて金沢港に到着し、病院に搬送されて右肘の

打撲傷と診断された。 

 

3.1.5 損傷の状況 

２．３から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

Ａ船は、球状船首の先端頂部に凹損及び右舷船首部外板に擦過傷が生じた。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、衝突後に転覆したが、右舷中央部に２か所の破損が生じた。  

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

    ① 2.4.1(1)①及び②から、船長Ａ及び航海士Ａ１は、適法で有効な海技免

状を有していた。 

    ② 2.4.1(1)④から、船長Ｂは、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

   (2) 船舶 

    ① Ａ船 

2.5.3(1)から、ＥＣＤＩＳが故障していたほかは、船体、機関及び機器

類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

② Ｂ船 

2.5.3(2)から、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったもの

と考えられる。 
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 3.2.2 見張り及び操船状況 

２.１、2.5.4、２.６、２.７及び 3.1.1 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船 

① 航海士Ａ１及び甲板手Ａ１は、Ａ船が、針路約０７２°から変針して北

進し、いか釣り漁船を避けたのち、針路約１００°としたとき、船首方 

３～４Ｍ付近に２隻のいか釣り漁船を視認したものと考えられる。 

② 航海士Ａ１は、甲板手Ａ１が降橋した後に針路約０８０°に定めたとき、

上記①記載の漁船のほかには他船はいないと思い込んだ可能性があると考

えられる。 

③ 航海士Ａ１は、上記①記載の漁船を右舷方に見て通過したが、右舷船首

約３０°の遠距離にいる多数のいか釣り漁船に注意が向いていた可能性が

あると考えられる。 

④ 航海士Ａ１は、甲板手Ａ１が巡検のために降橋したことにより、船橋前

部の操舵スタンドとレーダーの間に立ち、単独で見張りを行っていたとこ

ろ、上記②及び③により適切な見張りを行っていなかったことから、Ｂ船

に気付かずに航行し、航行中に振動を感じた際にＡ船とＢ船が衝突したも

のと考えられるが、Ｂ船と衝突したことにも気付かなかったものと考えら

れる。 

⑤ 甲板手Ａ１は、見張りにより上記①記載の漁船のほかには前路に他船は

いないと思い、巡検のために降橋したが、在橋して見張りを行っていれば、

Ｂ船の灯火を視認することができ、その際に航海士Ａ1 に報告するなどし

て本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

 (2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、０１時５５分ごろ針路を南西方として速力約１.５kn で自動

操舵によりえい
．．

網を開始し、甲板員Ｂと共に次の網入れの準備を始めたも

のと考えられる。 

② 船長Ｂは、次の網入れの準備を終えて操舵室に戻った０２時１３分ごろ、

レーダープロッター画面の約７～８ＭのところにＡ船の映像を初めて認め、

Ａ船のマスト灯２個と紅灯（左舷灯）を右舷前方に視認したものと考えら

れる。 

③  船長Ｂは、レーダープロッターのＡ船の航跡表示からＡ船が金沢港に向

かうと判断していたが、その後のレーダープロッターの航跡表示を見てＡ

船の航跡が北方に移動していたことから、Ａ船が能登半島に向かう針路に

変針したのでＢ船に接近することはないものと思い込んだ可能性があると

考えられる。 
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④ 船長Ｂは、トイレに行き、操舵室内の片付けをしたのち、操舵室の台に

腰掛け、漁獲物量などを記入した帳面を調べながら新たな投網場所を選定

することに専念し、見張りを行っていなかったものと考えられる。 

⑤ 船長Ｂは、Ａ船の存在を思い出して右舷方を見たとき、目前にＡ船の船

体を視認したことから、衝突を避けるための動作をとることができなかっ

たものと考えられる。 

 

 3.2.3 船橋当直及び巡検の状況 

2.1.2(1)、2.7.2、2.7.4、２.８及び 3.2.2(1)から、次のとおりであった。 

 Ａ船は、船橋当直を２人で行うことにして運航していたが、本事故時は甲板員 

Ａ１が巡検を行い、船橋当直を２人で行っていなかったものと考えられ、前記

3.2.2(1)⑤の記載から、このことは、本事故の発生に関与した可能性があると考え

られる。 

 

3.2.4 気象及び海象に関する解析 

２.６及び２.１１(1)から、天気は晴れ、風向は北東～東、風力は３、波高は 

１～２ｍの波があったが、視界は良好、月出は０２時１８分で月齢２５.５の三日

月の暗夜であり、本事故発生場所付近には北方に流れる約０.８kn の海流があった

ものと考えられる。 

 

3.2.5 Ａ社の船舶の運航管理等に関する解析 

2.7.1、2.7.4、２.８及び 3.2.3 から、次のとおりであった。 

Ａ社は、安全管理マニュアル及び手順書を作成するとともに、毎月社内冊子を発

行して注意深い行動等に関する乗組員の意識高揚を図り、また、乗組員に対し、訪

船による安全教育や安全重点パトロール指導を反復して実施し、Ａ船の安全運航及

び安全管理を図っていたものと考えられる。 

しかしながら、Ａ社は、巡検チェックリストを船長が作成することとしていたが、

巡検時刻などの内容を正確に把握しておらず、また、船橋を空けないようにとの指

導をしていたので船橋当直中に船橋を離れることはないと思っていたものと考えら

れ、本事故発生時まで、船橋当直と巡検との関係などの運航の実態を把握していな

かったものと考えられる。 

船橋当直者２人による見張りを行っていなかったことが、本事故の発生に関与し

た可能性があると考えられることから、Ａ社は、船舶の運航実態を正確に把握し、

安全管理マニュアルや巡検の手順書と船舶の運航実態との間に不適合な箇所がある

かどうかを検証し、是正が必要であれば速やかに改善するなど、安全管理システム
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を積極的に活用して船舶の安全運航の向上を図ることが望まれる。   

   

3.2.6 薬の服用と眠気の関係に関する解析 

  2.1.2(1)、2.4.1(3)、2.9.1 及び 2.9.2 から、次のとおりであった。 

    航海士Ａ１は、眠気を生じるおそれのある２種類の薬を毎食後に服用するよう処

方されていたが、５月８日の出港日は服用しておらず、９日の昼に服用したものと

考えられる。前日に服用した薬が、航海士Ａ１の視覚、集中力、注意力などに影響

したかどうかを明らかにすることはできなかった。 

 

3.2.7  事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.1 及び 3.2.2 から、次のとおりであった。 

(1)  Ａ船は、航海士Ａ１及び甲板手Ａ１が船橋当直を行い、金沢港西南西方沖 

を同港へ向けて航行中、航海士Ａ１がいか釣り漁船を避けて針路約１００° 

としたとき、航海士Ａ１及び甲板手Ａ１が船首方３～４Ｍ付近に２隻のいか 

釣り漁船を視認したものと考えられる。 

(2) 航海士Ａ１は、甲板手Ａ１が巡検のために降橋したのち、０２時３１分ご

ろ、針路約０８０°に定めたとき、上記(1)記載の漁船のほかには前路に他

船はいないものと思い込んだ可能性があると考えられる。 

(3) Ａ船は、０２時３１分ごろから自動操舵として針路約０８０°を保持し、

速力１３.１～１３.７kn で航行し、０２時４７分ごろＢ船と衝突したもの

と考えられる。 

(4) 航海士Ａ１は、上記(1)記載の漁船を右舷方に見て通過したが、右舷船首

約３０°の遠距離にいる多数のいか釣り漁船に注意が向いていた可能性があ

ると考えられる。 

(5)  航海士Ａ１は、船橋前部の操舵スタンドとレーダーの間に立ち、単独で見

張りを行っていたが、上記(2)及び(4)により適切な見張りを行っていなかっ

たことから、Ｂ船に気付かずに航行し、航行中に振動を感じた際に上記(3)

のとおりＢ船と衝突したものと考えられる。 

(6) 甲板手Ａ１は、見張りを行っていれば、Ｂ船の灯火を視認でき、その際に

航海士Ａ１に報告するなどして本事故の発生を回避できた可能性があると考

えられることから、甲板手Ａ１が巡検のために降橋し、本事故当時、航海士

Ａ１が単独で船橋当直を行い、Ａ船が、船橋当直者２人による見張りを行っ

ていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

(7) Ｂ船は、金沢港西南西方沖の漁場で針路を南西方とし、速力約１.５kn で

自動操舵によりえい
．．

網しながら漁ろうに従事中、船長Ｂが、レーダープロッ
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ターのＡ船の航跡表示からＡ船が金沢港に向かうと判断したのち、その後の

レーダープロッターの航跡表示を見てＡ船の航跡が北方に移動していたこと

から、Ａ船が能登半島に向かう針路に変針したのでＢ船に接近することはな

いものと思い込んだ可能性があると考えられる。 

(8) 船長Ｂは、新たな投網場所を選定することに専念し、見張りを行っていな

かったものと考えられる。 

   (9) 船長Ｂは、Ａ船の存在を思い出して右舷方を見たとき、目前にＡ船を視認

し、その直後にＡ船と衝突したものと考えられる。 

 

3.2.8  被害等の軽減措置に関する解析 

(1) Ｂ船乗組員の捜索救助活動 

2.1.2(2)、2.1.3、２.２、2.5.4(2)、２.１０及び２.１１から、次のこと

により、本事故によってＢ船甲板員が行方不明となったものの、船長Ｂが救

助され、人的被害が拡大しなかったものと考えられる。 

   ① 天気が晴れており、波高約１～２ｍの波であったが、視界は良好であっ

たこと。 

② Ｃ船が、Ｂ船の灯火が見えなくなったことに気付いて異変を感じ、直ち

にＢ船の捜索に向かったこと。 

③� 船長Ｂが、開放した窓から海中に脱出できたこと。 

④� 船長Ｂが、救命胴衣を膨らませて浮力を確保したこと。 

⑤ 船長Ｂが、救命胴衣の笛を吹いて存在を知らせることができたこと。 

⑥ 船長Ｃが、船長Ｂが着用していた救命胴衣の反射テープにＣ船の作業灯

が反射して光ったことから、船長Ｂの位置を確認できたこと。 

(2) 流出油の状況 

     沈没場所付近には、Ｂ船の燃料と思われる油が浮流しており、また、同場

所付近から油が湧出していたが、本事故現場が沿岸から沖合であり、いずれ

も、風浪により拡散し、本事故の翌日には認められなくなったものと考えら

れる。 

 

３.３ 甲板員Ｂの行方不明に関する解析 

2.1.2(2)、２.３、2.6.2(1)、2.7.5、2.9.3、２.１０及び３.１から、次のとおり

であった。 

Ａ船の船首部とＢ船の右舷中央部とが衝突してＢ船の右舷中央部外板に２か所の破

損が生じたものと考えられる。 

本事故発生の約１時間後には僚船による捜索が開始され、さらに、海上保安庁の航
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空機及び巡視船艇による捜索に加え、海上保安庁の潜水士による転覆したＢ船の船内

捜索も行われたが、甲板員Ｂの発見に至らなかったことから、甲板員Ｂは衝突の際に

落水した可能性があると考えられる。 

 
 

４ 結 論 

 

４.１ 分析の要約 

(1) 事故発生に至る経過 

Ａ船は、金沢港西南西方沖を東進中、Ｂ船は、漁ろうに従事して同沖を南西

方に航行中、航海士Ａ１が単独で見張りを行い、また、船長Ｂが単独で操船中

に新たな投網場所を選定することに専念していたところ、平成２２年５月 

１０日０２時４７分ごろ、金沢港西防波堤灯台から２６４°１５.３Ｍ付近に

おいて両船が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、衝突して転覆し、船長Ｂは救助されたものの、甲板員Ｂは行方不明

となり、後日除籍された。 

(2) 見張り及び操船状況 

① Ａ船は、２人による船橋当直体制であったが、甲板手Ａ１が巡検で降橋

して航海士Ａ１が単独で見張りを行っていたところ、針路約０８０°にした

とき、船首方３～４Ｍ付近に視認していた２隻のいか釣り漁船のほかには前

路に他船はいないものと思い込んだ可能性があると考えられる。 

② 航海士Ａ１は、上記①の漁船を右舷方に見て通過したが、右舷船首約 

３０°の遠距離にいる多数のいか釣り漁船に注意が向いていた可能性がある

と考えられる。 

③ 航海士Ａ１は、単独で見張りを行っていたが、適切な見張りを行っていな

かったことから、Ｂ船に気付かずに航行し、自動操舵で航行中に振動を感じ

た際、Ａ船とＢ船が衝突したものと考えられる。 

④ Ａ船が、船橋当直者２人による見張りを行っていなかったことは、本事

故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

⑤ Ｂ船は、金沢港西南西方沖の漁場で針路を南西方とし、自動操舵でえい
．．

網しながら漁ろうに従事中、船長Ｂが、Ａ船を視認したのち、レーダープ 

ロッターでＡ船の航跡表示を見てＡ船の航跡が北方に移動していたことから、

Ａ船が能登半島に向かう針路に変針したのでＢ船に接近することはないもの

と思い込んだ可能性があると考えられる。 



 - 33 -

⑥ 船長Ｂは、新たな投網場所を選定することに専念し、見張りを行ってお

らず、Ａ船の存在を思い出して右舷方を見たとき、目前にＡ船を視認し、そ

の直後にＡ船と衝突したものと考えられる。 

(3) 被害等の軽減措置の状況 

① 船長Ｂは、衝突後、開放されていた窓から海上に脱出した上、着用して

いた救命胴衣を膨らませて浮力を確保し、漂流していたものと考えられる。 

一方、Ｃ船は、Ｂ船の灯火が見えなくなったことに気付いて異変を感じ、直

ちにＢ船の捜索に向かったものと考えられる。 

② 船長Ｂは、Ｃ船の灯火を認め、救命胴衣の笛を吹いて存在を知らせ、船

長Ｃが、笛の音に気付いて周辺を捜索したところ、救命胴衣の反射テープに

Ｃ船の作業灯の灯火が反射して光ったので、船長Ｂの位置を確認できて救助

したものと考えられる。  

(4) 事故発生の要因 

① Ａ船は、金沢港西南西方沖を東進中、Ｂ船は、漁ろうに従事して同沖を

南西方に航行中、航海士Ａ１が適切な見張りを行わず、また、船長Ｂが見張

りを行っていなかったことから、両船が衝突したものと考えられる。 

② 航海士Ａ１が、針路約０８０°にしたとき、船首方３～４Ｍ付近に視認

していた２隻のいか釣り漁船のほかには前路に他船はいないものと思い込ん

だこと、及び右舷船首約３０°の遠距離にいる多数のいか釣り漁船に注意が

向いていたことから、適切な見張りを行っていなかった可能性があると考え

られる。 

③ Ａ船が、船橋当直者２人による見張りを行っていなかったことは、本事

故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

④ 船長Ｂは、レーダープロッターでＡ船の航跡表示を見てＡ船の航跡が北

方に移動していたことから、Ａ船が能登半島に向かう針路に変針したのでＢ

船に接近することはないものと思い込み、見張りを行っていなかった可能性

があると考えられる。 

 

４.２ 原因 

本事故は、夜間、金沢港西南西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が漁ろうに従事

して南西方に航行中、航海士Ａ１が適切な見張りを行わず、また、船長Ｂが見張りを

行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

航海士Ａ１が、適切な見張りを行っていなかったのは、針路約０８０°にしたとき、

船首方３～４Ｍ付近に視認していた２隻のいか釣り漁船のほかには前路に他船はいな

いものと思い込んだこと、及び右舷船首約３０°の遠距離にいる多数のいか釣り漁船
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に注意が向いていたことによる可能性があると考えられる。 

Ａ船が、船橋当直者２人による見張りを行っていなかったことは、本事故の発生に

関与した可能性があると考えられる。 

船長Ｂが、見張りを行っていなかったのは、レーダープロッターの航跡表示を見て

Ａ船の航跡が北方に移動していたことから、Ａ船が能登半島に向かう針路に変針した

のでＢ船に接近することはないものと思い込んだことによる可能性があると考えられ

る。 

 
 

５ 所 見 

 

 本事故は、夜間、２人当直体制であったＡ船において、１人が巡検で降橋して単独

当直となったところ、当直者が適切な見張りを行わず、また、単独で操船していたＢ

船の船長Ｂが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したが、

船長Ｂが救命胴衣を着用していたことが有効に作用して僚船に救助されたものである。 

 船長Ｂは、転覆したＢ船の操舵室から海上に脱出して漂流中、船舶の灯火を認めて

救命胴衣の笛を吹いて存在を知らせ、僚船の船長が、笛の音に気付いて周辺を捜索し、

救命胴衣の反射テープの反射光を発見して船長Ｂを救助したものである。 

 小型船舶においては、他船と衝突した場合、乗船者が落水する事例が多数発生して

いることから、落水者の捜索救助を容易にして被害を防止するため、救命胴衣の着用

義務のない場合であっても、乗船者は、甲板上に所在するときは救命胴衣を着用し、

操舵室等においても作業中は可能な限り救命胴衣を着用することが望まれる。 

 また、Ａ船の運航管理会社は、２人当直体制であったＡ船において単独当直となる

運航実態があったことを踏まえて安全管理マニュアル等を見直し、巡検の実施方法を

改め、２人当直体制を確保して安全運航の向上を図っている。 

 内航船の運航管理会社においては、管理している船舶の船橋当直の実態と安全管理

マニュアル等の規定との整合性を点検して不安全要素がある場合には、上記の事例を

参考にして必要な改善措置を講じ、管理している船舶の安全運航の向上に努めること

が望まれる。 
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６ 参考事項 
 

Ａ社は、本事故後、次の事故防止対策を講じることにした。 

(1) 乗組員教育の実施 

Ａ船乗組員は、平成２２年５月２０日、２１日及び２４日、民間団体による

ＢＲＭ∗７訓練に加え、レーダー及びＡＲＰＡの使用法、海上交通法規、ＶＨＦ

の活用並びに航海当直及び見張りに関する講習や演習を受講した。 

(2) 船内教育の強化 

船内安全衛生委員会の活性化を図り、各種訓練及び演習を励行するとともに、

海陸間の意思疎通に資するためにインターネットを利用し、乗組員の意見や

要望などを今後の施策に反映させることとした。 

(3) 訪船教育の強化 

   訪船教育を強化することとした。 

(4) 安全管理マニュアル等の改正 

① 安全管理マニュアルの改正 

実行困難な巡検を免ずる規定を新設した。 

② 甲板部航海当直の手順書 

  船橋当直者２人体制を確保する規定を新設した。 

③ 誤解を招かない規定にするという観点から、手順書を見直した。（別添 

参照） 

(5) 居眠り防止装置の設置 

船橋当直中の居眠りの防止に有効であると判断し、平成２２年７月タイマー

式の居眠り防止装置を設置した。 

 

 

 

 

 

                         
∗７  「ＢＲＭ」とは、Bridge Resource Management の略記で、船舶の安全運航のため、乗組員、設備、 

情報など、船橋（ブリッジ）において利用可能なあらゆる資源（リソース）を有効に活用（マネー 

ジメント）することをいう。人間は、エラー（言い間違い、聞き違い、見間違い、思い違い、誤操 

作など各種の過ち）するものであるということを前提にし、小さなエラーの芽をチーム員の相互作 

用（クロスチェックなどを含むチームプレー）により、初期段階で取り除くことによって大事故に 

発展するエラーの連鎖を断ち切ることを主眼とする考え方をいう。 

なお、欧米では船橋を対象としたＢＲＭから、船舶全体を対象としたShip Resource Management、

陸上オフィスとの連携も視野に入れたCorporation Resource Managementへの転換が提案されてい 

る。 
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別添 

安全管理マニュアルの修正（平成２２年６月１０日付） 

  (1)  甲板部航海当直手順書 

  当直航海士の責任の項を、次のとおり修正した。 

(１)～(３) 略 

     (４) 当直航海士は、航海当直中の甲板長及び甲板手に対して、船舶の安

全な航行に必要な船務に従事するよう命ずる責任と権限を有するほか、

船員服務規定に基づき船舶の適切な運用のため特に必要な業務を指示

することができる。 

        なお、甲板長及び甲板手の自らが緊急に対処せざるを得ない事態の

場合を除き、船務又は業務の処理のため船橋を離れる許可を与えては

ならない。 

（以下略） 

  (2) 巡検の手順書 

    巡検実施手順及び巡検に際しての注意事項の項を、次のとおり修正した。 

    １．巡検実施手順 

(１)、(２) 略 

     (３) 船内巡検は、原則として船長が定めた時刻に実施する。 

        なお、入港、投錨及び荷役の作業などの時刻と重なる場合並びに労

働時間数のほか、航海当直の引き継ぎ、当直中に認めた事象及び処理

した業務その他の事項の記録並びに事務処理に要する労働時間と、必

要な休憩及び休息時間を順守する関係上から、巡検をすることが適当

でない場合は、巡検を実施しない。 

     (４) 巡検は、原則として航海当直を次直に引き継いだ前直の航海士及び

甲板手により実施する。 

     (５) 前直の航海士及び甲板手は、所要の記録・事務整理を終了した後に

巡検に従事する。 

（以下略） 

    ２．巡検に際しての注意事項 

      巡検チェックリストには、具体的な順路及び次のチェック項目を定め、

巡検を実施する際には、これらに十分注意しなければならない。 

      なお、短時間で巡検を終える必要がある場合、火気の有無、漏油・漏水

の有無及び開口部の点検をもって終了することができる。 
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Ａ船 

付図１ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金沢港西防波堤灯台

事故発生場所 

（平成２２年５月１０日 

０２時４７分ごろ発生） 

石川県金沢市 

-
 
3
7
 
-
 

01:55 ごろ 

02:13 ごろ 

02:37 ごろ 

Ｂ船 



 - 38 -

付図２ Ａ船の一般配置図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 

 

時 刻 

（時:分:秒） 

北 緯 

（度-分-秒） 

東 経 

（度-分-秒）

船首方向

（°） 

対地針路

（°） 

対地速力

（kn） 

 
02:00:04 

 

 
36-33-02.3 

 
136-06-34.5 

 
072 

 
070 
 

13.4 
 

 
02:13:43 

 

 
36-33-59.0 

 
136-10-10.9 

 
073 

 
073 
 

13.3 
 

 
02:15:24 

 

 
36-34-13.3 

 
136-10-29.0 

 
010 
 

 
017 
 

12.6 
 

 
02:22:24 

 

 
36-35-50.2 

 
136-10-44.8 

 
012 
 

 
007 
 

14.1 
 

 
02:25:41 

 
36-36-17.3 136-11-23.3 

 
100 

 
089 13.5 

 
02:30:36 

 

 
36-36-06.2 

 
136-12-43.6 

 
092 
 

 
098 
 

13.3 
 

 
02:31:16 

 

 
36-36-06.6 

 
136-12-54.9 

 
080 
 

 
084 
 

13.1 
 

 
02:46:59 

 

 
36-36-52.6 

 
136-17-17.3 

 
080 
 

 
077 
 

13.7 
 

 
02:47:09 

 

 
36-36-53.1 

 
136-17-20.0 

 
080 
 

 
076 
 

13.6 
 

 
02:48:30 

 

 
36-36-56.6 

 
136-17-38.2 

 
081 
 

 
077 
 

12.4 
 

 
02:48:40 

 

 
36-36-57.1 

 
136-17-41.2 

 
080 
 

 
077 
 

12.5 
 

 
03:00:00 

 

 
36-37-32.5 136-20-36.2 080 

 
074 12.9 

 
（注）船位は、上部船橋甲板上に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 
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写真１ Ａ船 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の船首部損傷状況① 
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写真３ Ａ船の船首部損傷状況② 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ａ船船橋からの見通し状況 
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写真５ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     写真６ Ｂ船の転覆状況 




